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村上市教育支援センター 
①しおさいルーム （山北地域） ②ひまわりルーム （朝日地域） 
③ふれあいルーム （村上地域） ④はくちょうルーム（神林地域） 
⑤くろっかすルーム（荒川地域） 

 

郷育のまち・村上 

 村上市教育委員会では、教育支援センターを市内５か所に設置しています。 
 
 学校に気持ちが向かなくなったり、学校に行くことができなくなったりし
た児童・生徒の皆さんが通っています。個人の状況に合わせた教育活動を行
う中で、自立を促したり、集団活動への適応力の向上を目指したり、子ども
の健やかな成長を支援するところです。 
 それぞれのお子さんの状況に合わせて個別支援・指導を行うことを基本と
しています。まずは、ご相談ください。 

村上市教育支援センターに関する相談とお問い合わせ 
 

村上市教育委員会 学校教育課 
 

〒958－0292 村上市岩沢５６１１ 
 

０２５４ｰ７5 ｰ８030 
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Ｑ 教育支援センターの通室対象者は誰ですか？ 

Ａ 村上市に在住、または村上市立学校に在籍する小学生と中学生です。 

 

Ｑ 教育支援センターの活動日と時間はいつですか？ 

Ａ 月曜日から金曜日の９時～12 時、13 時～16時です。 

 

Ｑ 教育支援センターの利用料はいくらですか？ 

Ａ 村上市教育委員会が運営しており、無料で利用できます。 

 

Ｑ 教育支援センターに通室すると学校に登校したことになりますか？ 

Ａ 通室した日は月末に在籍校へ報告し、登校した日として取り扱います。 

 

Ｑ 通室する教育支援センターはどこになりますか？ 

Ａ 原則として、お住まいの地域にある教育支援センターになります。 

 

Ｑ 通室方法はどうなりますか？ 

Ａ 通室は、保護者送迎を原則とします。但し保護者の責任により、徒歩、 

  自転車、バス等での通室が可能です。 

 

Ｑ 教育支援センターへ通室する手続きはどのようにすればよいですか？ 

Ａ 通室の手続きは、在籍校と連絡を取り合いながら進めます。まずは在籍  

  校にご連絡ください。その後は以下の流れとなります。 

①「見学・相談」 

  在籍校または教育支援センターに、見学・相談の希望日時についてご連  

  絡ください。日時が決まりましたら見学・相談を行います。 

②「お試し通室」 

  実際に通室して、教育支援センターでの生活を体験します。 

③「通室面談」 

  正式に通室することを希望される場合、教育支援センター指導員と教育 

  委員会担当職員が保護者と面談します。 

④「申し込み」 

  保護者が在籍校に「村上市教育支援センター通室願書」を提出します。 

⑤「通室」 

  教育委員会が協議し、通室が認められた後、正式通室となります。通室 

  開始日は、原則保護者が「村上市教育支援センター通室願書」を在籍校 

  に提出した日付とします。 

教育支援センターに関する Ｑ＆Ａ 
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教育支援センターの生活 

○ 通室する日や時間は、お子さんの状況や他の通室生とのかかわりを 

  考慮し相談して決めることができます。 

○ 安心して過ごせる「心の居場所」となるように、自分のペースで活 

  動することができます。 

○ 創作活動や体験活動などを通して、自分のよさを見つけることがで 

  きます。 

○ 学習する教科や教材は自分で決めることができます。自分のペース 

  で 自主的に学習を進めることができます。  

○ Wi-Fi 環境が整備されていますので、学校から貸与されたタブレッ 

  トを利用し、リモート授業に参加することもできます。 

 県内のおもな相談機関 

   

 

 

 □ 村上市こども課 こども家庭センター（村上市役所内 平日８:３0～1７:15） 

   １8歳までのお子さんと、そのご家族の悩みや不安の相談に応じ解決のお手伝いをします。 

             TEL ０２５４－７５－５５６７ 

 □ 村上市福祉課 総合相談室（村上市役所内 平日８:３0～1７:00） 

   複合的な課題を抱えた方の相談を受け、必要な関係機関やサービスをコーディネートします。 

             TEL ０２５４－７５－８９４１ 

 □ 新発田児童相談所（平日 8:30～17:15） 

             TEL ０２５４－２６－９１３１ 

 □ 中央児童相談所（新潟県中央福祉相談センター 平日 8:30～17:15） 

             TEL ０２５－３８１－１１１１ 

 □ いじめ・不登校等悩み事相談テレフォン（県立教育センター 平日 9:10～16:00） 

             TEL ０２５－２６３－４７３７ 

 □ 家庭教育・子育て電話相談「すこやかコール」（県立生涯学習推進センター 平日 13:00～19:00） 

             TEL ０２５－２８３－１１５０ 

※家庭教育や子育て全般（しつけ、友達関係など）について、様々な不安や悩みに関して 

 相談を行っています。秘密は守ります。一人で悩まず、まず相談してみてください。 
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ひまわりルーム 

② 村上市総合文化会館内 

 〒958-0251 村上市岩沢 5668 
 ℡ 0254-60-2002 

しおさいルーム 

① 村上市さんぽく会館内 
 〒959-3907 村上市府屋 177-1 
 ℡ 0254-75-6027 

くろっかすルーム 

⑤ 荒川地区公民館内 

 〒959-3134 村上市羽ケ榎 104-25 
 ℡ 0254-62-6363 

ふれあいルーム 

③ 村上市教育情報センター内 
  〒958-0854 村上市田端町 4-25 
  ℡ 0254-53-7515 

はくちょうルーム 

④ 神林農村環境改善センター内 
 〒959-3449 村上市岩船駅前 63 
  ℡ 0254-60-1500 
（神林教育事務所につながりますの
で、はくちょうルーム担当をお願いして
ください） 

④ 

① 

② 
③ 

⑤ 


